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( )

青
森
県
告
示
第
三
百
六
十
一
号

生
活
保
護
法

(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
医
療
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
五
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
六
十
二
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ

る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担

当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
五
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
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告
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三
百
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三
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国
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邦
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円
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促
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に
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国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ

る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担

当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
五
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
六
十
四
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法

第
七
十
八
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
五
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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( )

青
森
県
告
示
第
三
百
六
十
五
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)
第
八
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
か
ら
居
宅
介
護
支
援
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法

第
八
十
五
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
五
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
六
十
六
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
百
十
五
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
の
十
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
五
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
六
十
七
号

漁
船
損
害
等
補
償
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号)

第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
次
の
発
起
人
の
次
の
加
入
区
に
係
る
届
出
に
つ
い
て
審
査
し
た
結
果
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
と
認
め
た
の
で
、
同
法
第
百
十
二
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
五
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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( )

公

告

林
業
用
種
苗
生
産
事
業
者
の
登
録

林
業
種
苗
法

(

昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号)

第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
林
業
用
種
苗
生
産
事
業
者
の
登
録
を
し
た
の
で
、
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

平
成
二
十
七
年
五
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
七
年
五
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

竜
馬
電
業
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

馬
場

竜
憲

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

三
沢
市
古
間
木
三
丁
目
二
五
六
の
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
二)

第
五
〇
〇
四
四
〇
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

大
工
、
と
び
・
土
工
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
七
年
三
月
九
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
原

別
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七

項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
七
年
五
月
十
五
日

東
青
地
域
県
民
局
長

近

藤

宏
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下
北
郡
大
間
町
大
字
奥
戸
字
向
町
八
五
の
二
二
菊

野

信

男

生
産
事
業
者

生
産
事
業
の
内
容

事

業

所

登
録
番
号
登

録

年
月
日
氏
名
又

は
名
称
住

所
種

穂
苗

木
名

称
所

在

地

���
平
成

��･

�･

��
赤
坂
和

男

三
戸
郡
五

戸
町
大
字

倉
石
石
沢

字
石
沢
三

七
の
二

採
取
精
選
幼
苗
の
育
成

幼
苗
以
外
の
苗
木
の
育
成

赤
坂
和
男
三
戸
郡
五
戸
町

大
字
倉
石
石
沢

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の

年

月

日

理

事

〃〃〃〃監

事

〃理

事

〃〃

鹿
内

武
安

小
笠
原
啓
悟

森
山

武
二

和
田

由
春

斉
藤

隆
治

東

民
夫

小
笠
原
武
俊

鹿
内

武
安

小
笠
原
啓
悟

森
山

武
二

青
森
市
原
別
一
丁
目
三
の
八

〃

大
字
泉
野
字
野
脇
二
五
の
一

〃

原
別
六
丁
目
七
の
三
〇

〃

大
字
八
幡
林
字
熊
谷
六
八

〃

大
字
諏
訪
沢
字
野
田
一
四
九

〃

原
別
一
丁
目
八
の
二
〇

〃

〃

二
丁
目
六
の
二
五

〃

〃

一
丁
目
三
の
八

〃

大
字
泉
野
字
野
脇
二
五
の
一

〃

原
別
六
丁
目
七
の
三
〇

平
成

��

･

�･

		就
任

〃〃〃〃〃〃��･

�･

	�退
任

〃〃
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〃〃監

事

〃

和
田

由
春

斉
藤

隆
治

小
笠
原
武
俊

東

民
夫

〃

大
字
八
幡
林
字
熊
谷
六
八

〃

大
字
諏
訪
沢
字
野
田
一
四
九

〃

原
別
二
丁
目
六
の
二
五

〃

〃

一
丁
目
八
の
二
〇

〃〃〃〃



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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